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刑弁でGO! 第79回

刑事弁護委員会副委員長　大橋 君平（55期）

覚せい剤密輸事件の無罪事例

1　事案の概要

　֮せいࡎ約4Ωログラム（Ձ֨1ԯ6000万円

相当）をӅし入れたΩャリーケースを外国から日本国

内に持ち込もうとして，税関の検査場で発見され，逮

捕された人がいた。

　この運びは，ࠇくίーテΟングされたおࡳをݩに

すༀを運ぶ事を依頼されたまでで，֮せいࡎを

運ぶつもりはなかったと取ௐ官にޠり，不起訴処分で

釈放された。その後，査機関は，ՙの中身をԘ

に入れ替え，それを受け取る者を検ڍするクリーンί

ントロールドデリόリー（$$%）査を行う計ըを立

てた。運びは査にڠ力することになった。

　運びは，事の依頼ओに電話で連絡を取り，指

示をڼいだ。2度にわたり受渡し日時が指定されたが，

いずれも，ՙを受け渡すにはࢸらなかった。しかし，

最ॳの$$%査の際に，ՙを受け取ろうとしたと

されるAࢯ#，ࢯ及び$ࢯが，֮せいີࡎ༌にڞ

関༩したとして，逮捕・起訴された。

　私は，当委員会のՂ正委員とともに，Aࢯの

国選弁護人に選任された。

2　争 点

　3名は，ଗって，$$%査の際にՙを受け取ろ

うとしたこともなければ，֮せいີࡎ༌にڞ関༩し

たこともないとओுした。

　これに対して，検察官は，3名全員が，֮せいີࡎ

༌よりも前から，ՙの回ऩ役を引き受けていたとओ

ுした。①3名のີ༌以前の電話での連絡状況と，

②3名の$$%査当日の行動状況と電話での連絡状

況から，ڞが認められるというのである。

　公判前理手続の結果，検察官が請求した書証等

6�点と証人18人が࠾用されることとなった。1�回の

公判期日が指定された。なお，$ࢯについては，ॾൠ

の事情から，公判前理手続中に手続が分された。

3　裁判員裁判での公判弁護の方針

委員ࢤߒの国選弁護人には，当委員会のԬాࢯ#　

長とӜ知子委員が選任されており，Aࢯ#・ࢯ両名

の弁護人全員が，当委員会での活動を通じて，ී段

からޓいに弁護ٕज़を研ᮎし合う関係にあった。その

ため，公判弁護の方は，弁護人4名で直な意見

交を行った上で，適切な役割分担を決めつつࡦ定

することができた。公判期日中も含めて多数回の会議

を設けたが，全くۤにならなかった。

　ີ༌以前の電話状況には，ີ༌の相談がされたと

いえる決定的なࠜ拠はなかった。どのような内༰の通

話がされた可能性がありうるのか，弁護人同士で，多

数の証拠を検౼しつつ長時間にわたりపఈ的に議を

重ねたが，ີ༌の相談以外の様ʑな可能性が定で

きるという結が変わることはなかった。問は，検

察官証人に，査官が多く含まれていたことだった。

立証任が検察官にあることを明確にした上で，13名

の査官に，確かなࠜ拠のない൴らの見立て（意見・

推ଌ・印象）をޠらせないことが重要だとߟえられた。

　また，Aࢯ#・ࢯは，公判でแׅ的ൿ権を行

することを希望した。もし，裁判員に「無罪なのであ

れば，なͥそのことを自らޠらないのか」と受け取ら

れてしまっては，ൿ権の保障は無にؼする。ൿ権

がݑ法上保障された重要な権利であることを明確にし

た上で，公判で，終始ൿすると分かっているAࢯ・

えて質問がなされることのに対して検察官からࢯ#
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ないよう，被告人質問自体を行わないことが重要だと

。えられたߟ

4　冒頭陳述

　検察官のओுする間接事実は，多ذにわたり，また，

証拠関係も複雑だったことから，検察官は，4回にわ

たって಄述をすることとなった。検察官は立証の

テーマを4つに分けて，テーマごとの立証の導入として，

಄述を行ったのである。

　弁護人は，検察官が಄述を行う度，それに

対応する内༰の಄述を行った。୯なる反ではな

く，ຖ回の಄述で，同じことを強ௐした。それは，

①ൿのଶ度を不利益にྀߟしてはならないこと，②

証明任は検察官にあり，検察官は合理的疑いを超え

る証明をできないこと，③Ծに査官が意見・推ଌ・

印象を述べたとしても，それは事実認定の基ૅとなら

ないことの3点だ。

　アメリΧജ審裁判では，法ఊで，裁判官からജ審に

対して，ൿ権や立証任等についてのڭ示が行われ

る。その۩体的な内༰もௐべた上で，裁判員を正しい

判断に導くべく，৻重に言༿を選Μだ。

　査官は，൴らの意見・推ଌ・印象を証言すること

は΄΅なかった。

5　尋 問

　査官証人の証言内༰について，その詳細を予ଌ

することは難しい。弁護人はいくつかの可能性を定

して反対ਘ問にྟΜだ。

　全く定していなかった証言内༰で߄てたこともあ

ったし，反対ਘ問で֍することを予定していた証言

がなされずにഥ子ൈけしたこともあった。入手できなか

った通話記録があるが大にӨڹはないࢫの証言の直

後に，査機関が入手できなかった通話記録にはどの

ようなものがありうるのか，その通話記録が相当ྔに

の΅る可能性がどのఔ度あるのかに関する事実ௐ査を

行って，やむをಘない事由ありとओுして，そのௐ査

結果に関する証拠を請求した場面もあったし，結果的

に，一切，反対ਘ問を行わなかった証人も何人かあった。

　いずれにしても，公判期日が終わるたびに，ਘ問結

果を౿まえて，弁護ଆのセΦリーの見直し・再ߏஙを

行う必要に迫られた。運びが事の依頼ओからฉい

た話は，どこまでが事実だといえるのか。回ऩ役を引き

受けた者は，どのような意ࢥ疎通をして，どのような

行動を取るといえるのか。多数の査官が断ยばかり

をޠる$$%査のաఔで実際に起こったことは何だ

ったのか。納ಘのいく結が出るまで，弁護人同士で

議を重ねて，その成果を弁にू約していった。

　検察官立証終了時点で，Aࢯ#・ࢯの弁護人それ

ぞれから，被告人質問を施行すべきでないࢫの意見書

を提出した。場合によっては，ޱ಄で詳細な反対意見

を述べ，ݸʑの質問にも異議を出す心ͮもりだったが，

裁判長は，Aࢯと#ࢯに改めてൿ権告知を行った上

で，ڙ述するつもりがあるかをたずねたのみで，それ

以上の被告人質問は行われなかった。

6　弁 論

　検察官は，Aࢯ#・ࢯ両名につき，懲役15年及び

േ金800万円を求刑した。

　弁護人の弁は，全ての૪点についてじ尽くすの

ではなく，無罪という結を導く上でܽかせない点

のみにߜった。ີ༌前になされたAࢯ$・ࢯ#・ࢯの

通話のස度・時期からすれば，回ऩ役を引き受けたと

いうのは不自વであり，他に回ऩ役がいた可能性を൱

定するࠜ拠はどこにもなかった。ൿのଶ度を不利益

にྀߟせず，証明任が検察官にあることを౿まえて

検౼すれば，必ず無罪の結にࢸるはずだという確৴

を持ちつつ，弁を終えた。

7　判 決

　判決ओ文は「被告人両名はいずれも無罪」であった。

検察官控訴なく確定した。

　後に，$ࢯについても無罪判決が確定した。




